
（別紙） 令和３年４月１日現在

■障害者の利用者負担

月額負担上限額

　生活保護受給世帯 　　　　　　　０円

              ０円

　市町村民税課税世帯（所得割１６万円未満） 　　　９，３００円

　上記以外（注） 　　３７，２００円

　(注）　入所施設利用者（20歳以上）、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合
「一般２」となります。

■障害児の利用者負担

　生活保護受給世帯 　　　　　　　０円

　市町村民税非課税世帯               ０円

　市町村民税課税世帯 通所、ホームヘルプ利用 　　　４，６００円

(所得割２８万円未満)注 入所施設利用 　　　９，３００円

　上記以外 　　３７，２００円

（注）収入が概ね８９０万円以下の世帯が対象になります。

◆利用料金の目安は、次表のとおりです。

利用料 自己負担額

　３０分未満 2,550円 255円

　３０分以上１時間未満 4,020円 402円

　１時間以上１時間３０分未満 5,840円 584円

　１時間３０分以上２時間未満 6,660円 666円

　２時間以上２時間３０分未満 7,500円 750円

　２時間３０分以上３時間未満 8,330円 833円

　３時間以上
9,160円に30分増すご
とに830円加算

916円に30分増すごと
に83円加算

　３０分未満 2,550円 255円

　３０分以上１時間未満 4,020円 402円

　１時間以上１時間３０分未満 5,840円 584円

　１時間３０分以上２時間未満 6,660円 666円

　２時間以上２時間３０分未満 7,500円 750円

　２時間３０分以上３時間未満 8,330円 833円

　３時間以上30分増すごとに加算
9,160円に30分増すご
とに830円加算

916円に30分増すごと
に83円加算

　３０分未満 1,050円 105円

　３０分以上１時間未満 1,960円 196円

　１時間以上１時間３０分未満 2,740円 274円

　１時間３０分以上
3,430円に30分増すご
とに690円加算

343円に30分増すごと
に69円加算

　３０分未満 1,050円 105円

　３０分以上４５分未満 1,520円 152円

　４５分以上１時間未満 1,960円 196円

　１時間以上１時間１５分未満 2,380円 238円

　１時間１５分以上１時間３０分未満 2,740円 274円

　１時間３０分以上
3,090円に15分増すご
とに350円加算

309円に15分増すごと
に35円加算

区分 世帯の収入状況

生活保護

低 所 得 　市町村民税非課税世帯

一 般 １

一 般 ２

生活保護

低 所 得

一 般 １

一 般 ２
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利用料 自己負担額

　１時間未満 1,850円 185円

　１時間以上１時間３０分未満 2,750円 275円

　１時間３０分以上２時間未満 3,670円 367円

　２時間以上２時間３０分未満 4,580円 458円

　２時間３０分以上３時間未満 5,500円 550円

　３時間以上３時間３０分未満 6,400円 640円

　３時間３０分以上４時間未満 7,320円 732円

　４時間以上８時間未満
8,170円に30分増すご
とに850円加算

817円に30分増すごと
に85円加算

　８時間以上１２時間未満
14,970円に30分増す
ごとに850円加算

1,497円に30分増すご
とに85円加算

　１２時間以上１６時間未満
21,720円に30分増す
ごとに800円加算

2,172円に30分増すご
とに80円加算

　１６時間以上２０時間未満
28,180円に30分増す
ごとに860円加算

2,818円に30分増すご
とに86円加算

　２０時間以上２４時間未満
35,000円に30分増す
ごとに800円加算

3,500円に30分増すご
とに80円加算

【上記利用料に加算が上乗せされます。】

　①居宅介護特定事業所加算Ⅱ（10％）が加算されます。

　②居宅介護特例地区加算（15％）が加算されます。

　③利用者負担上限額管理加算を月１回につき１５０円を加算します。

　　（上限管理が必要とされる利用者のみ該当）

　④初回の居宅介護等をサービス提供責任者が行った場合、または従業者に同行した場合に

　　２００円を初回月のみ加算します。（新規に居宅介護計画等を作成した利用者のみ該当）

　⑤サービス提供時間により料金が加算されます。

　　（早朝）午前６時～午前８時・（夜間）午後６時～午後１０時　⇒　２５％増

　　（深夜）午後１０時～午前６時　⇒　５０％増

利用料 自己負担額

　３０分未満 1,900円 190円

　３０分以上１時間未満 3,000円 300円

　１時間以上１時間３０分未満 4,330円 433円

　１時間３０分以上２時間未満 4,980円 498円

　２時間以上２時間３０分未満 5,830円 583円

　２時間３０分以上３時間未満 6,280円 628円

　３時間以上
6,930円に30分増すご
とに650円加算

693円に30分増すごと
に65円加算

【上記利用料に加算が上乗せされます。】

　①特別地域加算（15％）が加算されます。

　②区分認定により上記料金に加算がされます。

区分３ ２０％

区分４ ４０％

　③サービス提供時間により上記料金に加算がされます。

　 （早朝）午前６時～午前８時

（夜間）午後６時～午後１０時　

　　 （深夜）午後１０時～午前６時　 ５０％
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